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【 見本 】 

 【契約書別紙】 平成 30年 4月 1日現在 

介護老人福祉施設 長渕園 

 

（１）担当者（生活相談員） 

  氏名   鈴木 謙太郎 

 

（２）サービスの内容 

居室 

基本的には定員４名又は２名の居室になります。 

食事 

朝食７：３０から 昼食１１：４０から 夕食１７：３０から 

入浴 

週に最低２回入浴していただけます。ただし、健康状態に応じ、清拭 

となる場合があります。浴室の利用は一般浴、また特別浴となります。 

介護  

施設サービス計画に沿って下記の介護をおこないます。 

着替え、排泄、食事等の介助、おむつ交換、体位変換、シーツ交換、 

施設内の移動の付添い一等 

生活相談 

生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談できます。 

健康管理 

当施設では、年間１回健康診断を行います。日程については別途ご連 

絡します。また、毎週月曜日、火曜日、木曜日の 13：30から 15：00 

まで、診療室にて医師による診察や健康相談サービスを受けることが 

できます。 

 

（施設サービス計画） 

・ 施設サービス計画の作成に当たっては問題点を明確にし、入所者が自立した

日常生活を営むことを目標に解決すべき課題を把握。入所者の希望及びアセ

スメントに基づき、入所者及び家族の希望を勘案し生活に対する意向、総合

的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、施設サービスの目標及びその

達成時期、サービスの内容及び留意事項等を記載した施設サービス計画の原

案を作成する。  
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・ サービス担当者会議の開催、施設サービス計画の原案の内容について、担当

者から専門的な意見を入所者又はその家族に対して説明し、文書にて同意を

得る。  

・ 施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付

し 施設サービス計画の作成後、必要に応じて施設サービス計画の変更を行

うものとする。  

・ 定期的に入所者に面接しモニタリングの結果を記録すること。  

・ 要介護更新認定を受けた場合及び要介護状態区分の変更の認定を受けた場

合にはサービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サー

ビス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を

求めるものとする。 

 

（栄養管理体制、栄養ケアマネジメント、療養食の提供） 

・当施設では、常勤の管理栄養士を 1名配置するとともに、入所者の栄養

状態を施設入所時に把握し、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護

専門員その他の職種が共同して、入所者ごと摂取・嚥下機能に着目した、

食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成する。 

・入所者ごとの栄養計画に従い栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状

態を定期的に記録する。 

・ 入所者ごとの栄養ケア計画進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて

当該計画を見直す。 

・ 医師が発行する食事箋にもとづき、利用者の年齢、病状に対した栄養

量及び内容を有する療養食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、

貧血食、脾臓病食、脂質異常症食、通風食及び特別な場合の検査食）を提

供する。 

上記につき、施設介護サービス費加算（栄養ケアマネージメント加算、療養食

加算）がなされる。 

 

（低栄養リスク改善） 

・低栄養リスクの高い入所者に対して、多職種が協働して低栄養状態を 

改善する為の計画を作成する。 

・この計画に基づき定期的に食事の観察を行い、当該入所者毎の栄養状態、 

嗜好等を踏まえた栄養・食事調整等を行うなど、低栄養リスクの改善を行う。 

 ・当該入所者、又はその家族の求めに応じ栄養管理の進捗の説明や、 

栄養食事相談等を適時行う。 

 ・上記対応を行う場合、１月につき所定単位数を加算する。 
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（経口維持） 

・（Ⅰ）現に経口により食事を摂取する者であって、摂取機能障害を有し、 

誤嚥が認められる入所者に対して、医師または歯科医師の指示に基づき、 

医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、支援専門員その他の職種の者が共 

同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い入所 

者毎に、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作 

成する。 

・医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行 

う。 

・（Ⅱ）協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が、（Ⅰ）を 

算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支 

援するための食事の観察及び会議等に、配置医師を除く医師、歯科医師、 

歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、１月につき所定単位数を加 

算する。 

 

（事故発生の防止および発生時の対応） 

・「事故発生の防止の指針」を作成し、介護事故の防止、発生時の対応を規程

する。事実の報告及び改善策の職員に対する周知徹底をおこなうとともに、

記録を整備する。また、「事故発生の防止のための委員会」を設置し、安

全対策を担当する責任者をおく。事故により、損害賠償すべき事態となっ

た場合のため、損害賠償保険に加入する。 

 

（褥瘡の発生防止、褥瘡マネジメント） 

・褥瘡予防のための計画作成、褥瘡予防担当者、褥瘡予防対策チーム設置、 

褥瘡予防のための指針を整備し、褥瘡が発生しないような適切な介護をお 

こなう。 

 ・入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて、「介護保険制度におけるサ 

ービスの質の評価に関する調査研 究事業」において明らかになったモニタリ 

ング指標を用いて、施設入所時に評価するとともに、少なくとも３月に１回、 

評価を行い、その評価結果を提出した場合１月につき所定単位数を加算する。 

 

（衛生管理等） 

・ 施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じ

る。感染対策委員会、感染対策担当者をおき、また「感染症又は食中毒の予

防及びまん延の防止のための指針」を規定する。 
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（口腔衛生管理） 

・歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口 

腔ケアに係る技術的助言及び指導を月１回以上行っていて、入所者の口腔ケ 

ア・マネジメントに係る計画が作成されている場合１月につき所定単位数を 

加算する。 

・上記対応に歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケ 

アを月２回以上行い、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、 

具体的な技術的助言及び指導を行った場合１月につき所定単位数を加算する。 

口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。 

 

（機能訓練） 

・利用者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を回復し、

又はその減退を防止するための訓練を個別機能訓練で行う。個別機能訓練は

訓練計画を作成し、訓練の効果、実施方法につき評価をおこない、利用者に

たいして、内容の説明、記録をする。 

 

（生活機能向上連携） 

・訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している

事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（原則として許

可病床数 200床未満のものに限る。）の理学療法士・作業療法士・言語聴 覚

士、医師が、介護老人福祉施設等を訪問し、介護老人福祉施設等の職員と共

同で、アセスメントを行い、個別記の訓練計画を作成する等、連携して取組

んだ場合は１月につき所定単位数を加算する。 

 

（看取り介護） 

・ 入所者の重度化等に伴う医療ニーズの増大に対応する為、看護師の配置と夜

間における２４時間連絡体制を確保し、看取りに関する指針を規程する。医

師が終末期にあると判断した利用者について、医師、看護師、介護職員等が

共同し、本人又は家族等の同意を得ながら看取り介護をおこなう。 

 

（理美容サービス） 

当施設は月に２回、毎月第２、第４水曜日に理容サービスを実施しており

ます。料金は別途かかります。 

（行政手続代行） 

行政手続の代行を施設にて受け付けます。ご希望の際は職員にお申し出下

さい。ただし、手続に係る経費はその都度お支払いいただきます。 
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（日常費用支払代行） 

介護以外の日常生活にかかる諸費用に関する支払代行を申し込むことが

できます。サービスご利用に際しては別途「日常費用支払代行契約書」の

締結が必要となります。 

（レクリエーション） 

当施設では、ゲートボール、書道、俳句、生花、手芸、囲碁将棋、音楽等

の利用者交流のクラブ活動を行っています。また季節に応じて行事を計画

していきますが、詳しくは毎月の月間予定表をご覧ください。行事によっ

ては別途参加費がかかるものもございます。 

 

（３）料金について 

 （介護福祉施設サービス費、特定入所者介護サービス費はＨ３０年４月１日 

現在の料金であり、介護保険改正により変更されます） 

 

１．介護保険対象―介護福祉施設サービス費 

① 基本料金（施設利用料） 

区分 

１日当りの 

施設利用料 

１日当りの 

施設利用料 

（１割負担） （２割負担） 

要 介 護 １ 595 円 1,190 円 

要 介 護 ２ 668 円 1,336 円 

要 介 護 ３ 743 円 1,486 円 

要 介 護 ４ 815 円 1,630 円 

要 介 護 ５ 886 円 1,772 円 

入院・外泊等の場合 (１ヶ月に６日を限度として)    ２５７円/日 

 

②加算料金（目安） 

区分 １日当りの施

設利用料 

備考 

初期加算 ３２円 ３０日を限度とする。 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ４円 1）施設における入所者の総数のうち、日常

生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又は Mに該当する

入所者が１/２以上 

2）対象者の人数に、認知症介護実践ﾘｰﾀﾞｰ

研修を修了している者を必要数配置。 

3）当該施設の従業者に対して、認知症ケア

に関する留意事項の伝達又は技術的指導に

係る会議を定期的に開催していること。 
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認知症専門ケア加算（Ⅱ） ５円 1）（Ⅰ）の基準は適合した上で 

2）認知症介護指導者研修を修了している者

を 1名以上配置し、施設全体の認知症ケアの

指導等を実施していること。 

3）当該施設における介護職員・看護職員ご

との認知症ケアに関する研修計画を作成し、

当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定

していること。 

看護体制加算 （Ⅰ）５円 

（Ⅱ）９円 

 

常勤看護師１名以上配置 

利用者２５名で看護職員１名以上 

病院等へ２４時間連絡体制 

夜勤職員配置加算 （Ⅰ）ロ１４円 

（Ⅲ）ロ１７円 

夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低１

以上。夜勤時間帯を通じて看護職員を配置し

ていること又は喀痰吸引等の実施ができる

介護職員を配置していること 

個別機能訓練加算 １３円  

若年性認知症入所者加算 １２９円  

精神科医療用指導加算 ６円  

栄養マネージメント加算 １５円  

経口移行加算 ３０円 経口摂取に移行する為の栄養管理実

施した場合 

経口維持加算 （Ⅰ）４２８円 

（Ⅱ）１０７円 

（Ⅰ）誤嚥が認められる入所者に対し、医師また

は歯科医師の指示に基づき栄養管理を行い、食事

の観察及び会議を行う 

口腔衛生管理体制加算 

口腔衛生管理加算 

３２円 

９７円 

※1ヶ月当りの施設利用料 

口腔ケアに係る技術的助言及び指導 

療養食加算 ７円 療養食を提供した場合（１食分） 

低栄養リスク改善加算 ３２１円 ※1ヶ月当りの施設利用料 

新入所者、退院者で低栄養リスクが高い者に

対し、計画を立て対応した場合 

看取り介護加算 

 

１５４円 

８３３円 

１６８８円 

死亡日以前４日以上～３０日以下 

死亡日以前２日又は３日 

死亡日 

日常生活継続支援加算 ３９円 ①新規入所者の総数のうち要介護度 4～5 の割合

が 70％以上又は、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の

割合が 65％以上 

②介護福祉士が入所者６ごとに１以上 

①②の両方必要 

認知症行動・心理症状緊急対応加

算 

２１４円 認知症の症状が悪化し緊急に施設サ

ービスを行った場合 

退所時等相談援助加算、在宅復帰

支援機能加算、在宅・入所相互利

用加算あり 

  

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 総単位数の 1000分の 83に相当する単位数で計算した額 
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２．介護保険対象外費用（その１） 

①特定入所者介護サービス費に関する居住費（滞在費）及び食費  

（単位：円／日） 

  多床室における 食費 居住費（滞在費） 

基準費用額（第４段階） １４２０     ８４０ 

利用者負担第３段階     ６５０     ３７０ 

利用者負担第２段階     ３９０     ３７０ 

利用者負担第１段階     ３００       ０ 

 

３．介護保険対象外費用（その２）  その他の日常生活費 

利用者、またはその家族等の自由な選択に基づき、施設が介護等の提供の一

環として提供する日常生活上の便宜にかかわる経費であり、利用者の希望によ

りサービスが提供されます。 

 

４－１ 預り金管理および利用者の希望による援助にかかわる料金 

１）預かり金管理料 

 預かり金管理費 預かり金の出納管理にかかわる費

用 1日当たり １００ 円 

預かり金管理申し

込み書で申し込み

ください。 

２）施設サービスの提供とは関係のない費用（利用者の希望による援助） 

入
院
時
他
代
行
・
付

き
添 

入院病院訪問・事務代行 1,500 円/１回 

施設利用時外（入院時等）の荷物預料 100 円/日 

施設利用時外（入院時等）の洗濯サービス料 1,000 円/1回 

遠方(青梅市外）の入退院時ほか、交通費 200 円/Ｋｍ 

通院送迎付き添い費（協力病院以外） 1,000 円/１時間 

通院送迎付き添い費（協力病院） 負担無し   
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス 

買物他個人外出付添い 1,000 円/１時間 

特別な買い物代行（販売会ほか、共同購入代

行を除く） 

1,000 円/１回 

行政他、事務手続き代行（介護保険、入退所

手続き他日常生活の事務代行を除く） 

1,000 

 

円/１回 

遠方(青梅市外）の入退所ほか、交通費 200 円/Ｋｍ 

医療について 

施設の管理医師による健康管理、療養指導については、介護保険給付の対象となりますが、 

それ以外の医療（病院）につきましては医療保険適用になります。そのため、受診や入院 

は、別途自己負担となります。なお、入院後の洗濯物や身の回りの物品、入院費のお支払 

いについては、ご家族（代理人）での対応にてお願いいたします。 
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４－２ 

① その他の日常生活費 

 利用者、またはその家族等の自由な選択に基づき、施設が介護等の提供の 

一環として提供する日常生活上の便宜にかかわる経費 

ア． 身の回り品 歯ブラシ、化粧品、シャンプー、

タオル等の個人用の日用品 

預かり金による、

日用品月次共同購

入の申し込みがあ

ります。 

イ． 教養娯楽費 クラブ活動や行事における材

料費などの参加費 

参加希望の方申し

込みください。 

ウ． 健康管理費 

 

インフルエンザ予防接種にか

かわる費用等 

実施時申し込みを

受け付けます。 

 

① 特別なサービス・施設サービスの提供とは関係のない費用 

特別な施設サービス（利用者希望による） 

 

 外部のクリーニング店利用 実費個人負担 実費 

 

理
美
容
代 

衛生理容 

（顔そり含む） 
1,820 円/１回 

理美容店の出張

サービスです。

価格は、理美容

店価格であり、

支払いは、理美

容店に直接支払

われます。 
美容（パーマ） 5,816 円/１回 

美容（毛染め） 5,384 円/１回 

顔そりのみ 756 円/１回 

 

 

施設のサービスとは関係のない費用 

家族会 会費 200 円／月 入会は申し込みによる。 

個人購入の菓子・果物他 商店よりの購入斡旋 必要により購入申し込みください。 

旅行等特別に計画する行事 参加費 2,000 円程度 計画時に参加募集いたします。 

個人用に持ち込んだ電気製品 実費個人負担 実費 

外部のクリーニング店利用 実費個人負担 実費 

個人購入の菓子・果物他 商店よりの購入斡旋 必要により購入申し込みください。 
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（４） 緊急時の対応 

体調の変化等、緊急の場合は下記に定める 緊急連絡先にご連絡します。 

緊急連絡先 

氏 名 住  所 電話番号 関係 

 〒  
携帯 

 

 〒  
携帯 

 

 〒  
携帯 

 

 〒  
携帯 

 

 

（５）相談、要望、苦情等の窓口 

当施設のサービスに関する相談、要望、苦情等は下記窓口までお申し出下さい。 

電話番号 ０４２８-２３-６７７６ 

担当者 施設長、又は生活相談員、介護支援専門員 

受付時間 月曜日～金曜日  ９：３０～１７：３０ 

 

事業者  

 社会福祉法人 積善会 介護老人福祉施設長渕園 

   東京都指定番号 １３７２８００１９１ 

 住 所 東京都青梅市長淵５丁目１４２１－１４ 

 管理者  理事長   川口 睦弘    印 

 

 

上記内容の説明を受け了承しました。 

   令和   年  月  日 

 

 利用者氏名              印 

代理人氏名              印 


